
■ 香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例施行規則 ■ 

平成３０年３月３０日 香川県規則第１３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例（平

成２９年香川県条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助言又はあっせんの求め） 

第２条 条例第１０条第１項の規定による求めは、助言（あっせん）申立書（第１号様式）により行

わなければならない。 

（身分を示す証明書） 

第３条 条例第１１条第３項の証明書は、第２号様式によるものとする。 

（助言又はあっせんを行わない旨等の通知） 

第４条 知事は、香川県障害者相談等調整委員会（以下「調整委員会」という。）から、条例第１３条第

２項の規定による報告（条例第１２条第２項の規定により助言又はあっせんを行わないときのものに限る。）

を受けたときは、第２条の申立書を提出した者（次項において「申立人」という。）に対し、速やかに、

その旨を書面により通知するものとする。 

２ 知事は、調整委員会から、条例第１３条第２項の規定による報告（同条第１項の規定により助言又

はあっせんを終了したときのものに限る。）を受けたときは、申立人及び障害を理由とする差別をした

と認められる関係当事者に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 

（公表の方法等） 

第５条 条例第１５条第１項の規定による公表は、インターネットの利用その他の知事が適当と

認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。 

⑴ 勧告を受けた者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並び

に主たる事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 公表の原因となる事実 

⑶ 勧告の内容 

⑷ その他知事が必要と認める事項 

（調整委員会の委員長） 

第６条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、

その職務を代理する。 

（調整委員会の会議） 

第７条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 



３ 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

（部会） 

第８条 調整委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長がその構成に加わるものにあっては委員長が、その他のもの

にあっては委員長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 第６条第３項の規定は、部会長に準用する。 

（調整委員会の庶務） 

第９条 調整委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第２条関係） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 

助言（あっせん）申立書 
年  月  日  

 

香川県知事       殿 

 

 

申立者 住  所 

 氏  名  

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所 

又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)  

 電話番号（    ）   － 

 

香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例第１０条第１項の規定

により、次のとおり助言（あっせん）を求めます。 

 

１ 障害を理由とする差別を受けたとされる者 

住所 

氏名 

 

２ 障害を理由とする差別をしたとされる者 

住所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地） 

 

 

氏名（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名） 

 

 

３ 対象事案の概要 

 

 

４ 求める助言（あっせん）の内容 

 

 

５ その他参考となる事項 

 

 

 
 



第２号様式（第３条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  号 

身 分 証 明 書 

 

所  属 

職  名 

氏  名 

 

 

上記の者は、香川県障害のある人もない人も共に安

心して暮らせる社会づくり条例第11条第１項の調査を

行う職員であることを証明する。 

 

年  月  日交付 

香川県知事        □印  

 

写 真 

香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例（抜粋） 

 

（事実の調査） 

第11条 知事は、助言等の求めがあったときは、当該求めに係る事実の調査を行う

ものとする。 

２ 対象事案の当事者（助言等の求めを行った者を含む。以下「関係当事者」という。）

その他の関係者は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければ

ならない。 

３ 第１項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 
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